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8 月 10 日（水）全国一斉情報伝達試験を実施します
第 2 回全国瞬時警報システム

問 総務課　防災係　☎９２－７９１５

　　地震・津波・武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警
報システム（Ｊ―アラート）を用いた試験で、基山町以外の地域でも、情報伝達試験が行われます。
　基山町では、全国瞬時警報システム（Ｊ―アラート）から送られてくる国からの緊急情報を、町民の皆様へお
伝えするために、防災行政無線の放送による情報伝達試験を実施します。試験放送の実施につきまして、ご理
解とご協力をお願いします。

▽Ｊ－アラートとは
　地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる緊急情報を、人工衛星などを活用して、瞬時に地方
公共団体及び住民に伝達するシステムです。

▽試験実施日時
　8 月 10 日（水）午前 11 時頃

▽試験放送内容
　防災行政無線のスピーカーから、
　右記の内容が一斉放送されます。

❶ 上りチャイム音
❷ 「これは、Ｊ－アラートのテストです」
　※３回繰り返す
❸ 「こちらは基山町です。」
❹ 下りチャイム音

基山町広報推進検討協議会委員を募集します
申問 企画政策課　広報・情報管理室　広報・情報管理係（役場３階）
           ☎９２－２１８８   kohojoho-3@town.kiyama.lg.jp

　町では、基山町の広報活動に関する検討を目的とする「基山町広報推進検討協議会」を設置します。この
協議会は、町民の代表者（公募）、専門的な知識を有する者及び町職員による委員８名以内で予定しています。
　つきましては、町民の代表者を次のように募集します。

▽応募資格　町内在住の 18 歳以上の方で昼間の会議に出席できる方
▽募集人員　２名程度
▽任　　期　令和４年 10 月１日から令和６年９月 30 日まで（２年間）
▽謝　　礼　１回３，３００円
▽応募方法　住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
　　　　　　「基山町における今後の広報紙のあり方について」の意見を任意の用紙で８００字程度にまとめて、
　　　　　　メール、持参又は郵送でお申し込みください。
▽募集締切　8 月 19 日（金）必着
▽選考方法　提出された書類を公正に審査し決定します。結果は９月中旬までに応募者に通知します。
※基山町ホームページに募集要項を掲載しています。
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　　町からのお知らせ町からのお知らせ

ＣＳＯ提案型協働創出事業を募集します
問佐賀県県民協働課　☎０９５２－２５－７３７４

後期高齢者医療保険料の減免に関するお知らせ
問佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課　資格賦課係　☎０９５２－６４－８４７６

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料が減免となる場合があ
ります。
▽要件　１.  新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合
　　　　２.  新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入の減少が見込まれる場合
▽減免申請受付期限　令和５年３月 31 日まで
※詳細については、佐賀県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

生活支援コーディネーターを募集します
問福祉課　プラチナ社会政策室　高齢福祉係　☎８５－７０５６

　町では、高齢者宅を訪問し、生活課題の解決や地域資源の把握とニーズの分析を行いながら、高齢者等の生活
支援・介護予防の基盤整備を推進するマンパワーとして「生活支援コーディネーター」を募集します。
　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加する中、住み慣れた地域で生きがいや役割を
持ち、自分らしい生活を送ることができるよう支援する業務です。

▽応募要件　
①年齢不問②普通自動車運転免許所有者③パソコン
の一般的な操作ができる方（ワード・エクセル）
④医療や介護、薬剤等の知識を有する方（資格は必
須要件ではありません・知識を有する方を優先）

▽募集人数　1 名
▽募集期間　８月１日（月）～８月 22 日（月）（必着）
▽面接日
　８月 25 日（木）※時間は、別途連絡します。
▽提出書類
　・履歴書（返却しません）
　・免許証の写し

・その他資格証の写し（資格は必須要件ではありま
　せん）

▽採用期間　令和４年９月１日～令和５年３月 31 日まで

勤務日 週５日、土・日曜・祝日の勤務あり

勤務時間 原則午前９時～午後５時
※業務状況により勤務時間の変更あり

賃金等 170,440 円～ 181,730 円 / 月

▽勤務条件

▽提案方法　　　　佐賀県ホームページをご確認ください

▽提案募集期限　　令和４年 10 月 31 日（月）

▽応募・相談窓口　【中間支援組織】基山フューチャーセンターラボ　

　　　　　　　　　☎０９０－２７１４－１８２６（担当：久保山）

　「ＣＳＯ提案型協働創出事業」とは、ＣＳＯから業務の担い手としての提案を募り、県・市・町と提案者とが対
話を重ねて公共サービスの担い手の多様化を進めることにより、公共サービスの質の向上や住民満足度の向上、
ＣＳＯの活性化、住民自治の実現を目指す事業です。ＣＳＯの皆様からの事業提案をお待ちしています。

※ＣＳＯとは…？
Civil Society Organizations（市民社会組織）の略で、佐賀県ではＮＰＯ法人、市民活動・ボランティア団体
に限らず、自治会・町内会、ＰＴＡといった組織・団体も含めて「ＣＳＯ」と呼称しています。

こちらから

（https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00369342/index.html）




